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は じ め に 

 

エネルギーを巡る社会の情勢は大きく変化しており、環境に配慮したエネルギーの

安定確保は、世界各国の重要な課題となっている。また、昨年の洞爺湖サミットでは、

原子力技術等の利用促進が宣言されるなど、原子力発電はエネルギー政策のみならず、

地球温暖化対策の上からも益々重要になっている。 

 

しかしながら、データ改ざんや事故隠し等の問題を受けて事業者における品質保証

体制が再構築され、機能しつつあるとはいえ、原子力発電所等の安全確保、国の安全

規制や検査体制の在り方に対する国民の信頼は著しく損なわれており、今なお改善さ

れたとはいえない状態であると言わざるを得ない。加えて、平成19年新潟県中越沖地

震においては、柏崎刈羽原子力発電所の安全機能は維持されたものの、火災や放射性

物質の漏えいなどにより、立地地域住民をはじめ国民に大きな不安を抱かせた。 

 

我々、原子力発電関係団体協議会では、国のエネルギー政策に積極的に協力してき

ており、中でも、原子力に関しては、国の一元的で厳正な安全規制を前提として、地

方自治の立場から住民の安全確保、地域振興及び原子力防災など広範に亘る各種の課

題に対処しているところであるが、国及び事業者の信頼回復に向けた取組みの展開や

地域の実情にあった地域振興策の推進は一層不可欠であり、特に国においては、新検

査制度をはじめとする原子力発電所等の安全確保と国民の理解促進並びに信頼回復に

ついての対応策を早急に講じることが必要である。 

 

このため、平成22年度政府予算の編成及び今後の原子力行政の展開に当たって、原

子力発電関係団体協議会として次の事項を実現されるよう要望する。 

 
 
 



  

〔重点要望項目〕 

 

１ 原子力行政（全般）について 

（３）厳正な安全確認と国民的合意形成に基づいた核燃料サイクルの推進について 

① プルサーマルや高速増殖炉開発を含む、核燃料サイクルの推進については、

国は、安全確保を第一とし、各段階において厳正な審査・検査や指導を行うと

ともに、それらの経過や結果について積極的な情報公開と十分な住民説明を行

い、国民的合意形成に努めること。 

  ② プルサーマル計画については、立地地域の十分な理解と同意を前提として慎

重に対処するとともに、安全性に加えプルサーマルの必要性や経済性について

も積極的かつわかりやすい広報を行い、国民の理解の促進に努めること。 

③ 輸入ＭＯＸ燃料の安全性について、輸送を含めて国は厳正かつ適切な確認・

審査を行うとともに、事業者の品質保証体制と安全管理体制の一層の充実強化

の指導と情報の公開に努めること。 

④ 使用済ＭＯＸ燃料が、発電所に長期間貯蔵され続けないよう、日本原燃株式

会社六ヶ所再処理工場に続く、いわゆる第二再処理工場の検討を早期に開始し、

具体的な処理の方策を決定すること。 

⑤ 六ヶ所再処理施設について、早期かつ安全な整備を指導するとともに、その

円滑な運転により、使用済燃料の継続的な受入・処理を確保し、核燃料サイク

ルの確立を図ること。 

《内閣府》《経済産業省》《文部科学省》《原子力委員会》《原子力安全委員会》《国土交通省》 

 

 

（５）放射性廃棄物の処理・処分方法の確立等について 

① 放射性廃棄物の区分や制度、処理・処分方法について、国の責任において、

国民の十分な理解が得られるよう広報活動を強化すること。 

② 高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る研究開発の促進を図り、最終処分の

早期実施に向けて、取組みの強化を図るとともに、原子力発電環境整備機構及

び独立行政法人日本原子力研究開発機構に対し、適正な事業執行を指導するこ

と。 

  《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 



  

 

２ 原子力発電所等の安全確保について 

（４）信頼性の向上のための審査、検査体制の充実等について 

① 国は、立地地域の信頼が得られるよう規制監督省庁としての認識を持ち、厳

格な規制、監督を行い、審査・検査については、不断の見直しとその実効性確

保及び充実強化に取り組むこと。 

② 新たな検査制度の運用に当たっては、検査間隔の変更を含む事業者の検査計

画全般について、高経年化の程度などプラント毎の特性に応じ、慎重かつ厳格

な審査を行うとともに、安全性向上についての具体的なデータを示すなど説明

責任を果たし、国民の理解と信頼を確保すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 

 

 

（７）原子力発電所等の耐震安全性について 

① 新たな知見や評価等が示された場合には、必要に応じて、耐震設計審査指針

の見直しを行い、事業者に適切な対策を指示するとともに、国民に分かりやす

く説明すること。 

③ 事業者が実施した中間評価はもとより最終評価について、国として厳正かつ

早期に確認するとともに、原子力発電所等全体として一貫した地震対策を実施

しているかどうかについても、厳格に確認すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 

 

 

５ 電源地域振興対策の充実強化について 

（２）原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づく施策 

の充実・強化について 

① 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」（以下「原発特措

法」）に基づく特例措置を堅持されるとともに、現行法の失効する平成２３年

度以降の法の延長について措置すること。 

《内閣府》《経済産業省》《文部科学省》《財務省》《総務省》《厚生労働省》 

《農林水産省》《国土交通省》《環境省》 



  

 

６ 電源三法交付金制度の充実について 

（１）電源三法交付金制度（全般）について 

③ 原子力発電所のリプレースに関し、立地地域の持続的な発展が図られるよう

な地域振興支援制度を早急に整備すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《財務省》 

 

 

（８）原子力発電施設等立地地域特別交付金、核燃料サイクル交付金及び 

原子力発電施設立地地域共生交付金について 

③ 原子力発電施設立地地域共生交付金については、原子力発電施設の運転年数

が 30 年を超える場合に交付されるものであるが、交付後に当該施設が運転を

終了しても、対象施設を含む発電所において運転がされている場合、地域振興

計画の事業期間は継続交付すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《財務省》 
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１ 原子力行政（全般）について 

 

原子力行政に係る施策の推進に当たっては、国自ら地域の意見聴取及び情報公開を徹底

し、原子力発電所等の安全性、核燃料サイクル及び放射性廃棄物の処理・処分方法等につ

いて国民の理解促進を図るとともに、安全規制体制の在り方や、異常時における地方自治

体への通報連絡体制、住民への積極的な公表等、国の責任ある対応を求める。 

また、原子力技術者養成のための教育の充実に努め、優秀な人材確保に係る指導・支援

を行うこと。 

 

 

（１）国及び事業者の情報公開と政策決定過程における国民意見の反映、

広聴・広報活動の強化等、地域の意見を尊重した原子力行政への取組

みについて 

① 原子力行政を進めるに当たっては、国が前面に出て、国民理解の促進に努めると

ともに、国自らが地域の意見を十分に聴く等、政策に国民の意見を反映させること

ができる仕組みづくりを進めること。 

② 原子力発電所等や放射性物質の輸送等の安全性について、積極的かつ正確に広報

するとともに、情報公開、地元自治体との情報交換・連携を密にし、事業関係者に

対しても広報活動を強化するよう指導すること。 
③ 核物質防護に関する情報管理の徹底を図るとともに、規制の強化に当たっては、

情報公開の基本精神が損なわれることがないよう、事業者を指導すること。 
④ 放射線や原子力を含めたエネルギー問題について、学校における指導の充実や学

校教育を支援する制度の充実に取り組むこと。 
⑤ 地域原子力安全統括管理官等を原子力発電所立地道県に配置し、安全対策や連絡

調整機能、各種情報提供機能及び広報機能の充実を図り、常に前面に出た対応を行

うこと。 
《内閣府》《経済産業省》《文部科学省》《原子力委員会》《原子力安全委員会》 

 

（２）原子力安全規制体制の在り方の検討・検証並びに議論する場の設置

について 

  現行の規制体制の実効性を再度検討・検証し、更なる充実・強化を図るとともに、

安全規制を行う組織の独立性を高めるなど、あらゆる角度から原子力安全規制体制の

在り方について議論する場を設けること。 
《内閣府》《経済産業省》《文部科学省》《原子力委員会》《原子力安全委員会》 
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（３）厳正な安全確認と国民的合意形成に基づいた核燃料サイクルの推進

について 

① プルサーマルや高速増殖炉開発を含む、核燃料サイクルの推進については、国は、

安全確保を第一とし、各段階において厳正な審査・検査や指導を行うとともに、そ

れらの経過や結果について積極的な情報公開と十分な住民説明を行い、国民的合意

形成に努めること。 
  ② プルサーマル計画については、立地地域の十分な理解と同意を前提として慎重に

対処するとともに、安全性に加えプルサーマルの必要性や経済性についても積極的

かつわかりやすい広報を行い、国民の理解の促進に努めること。 

③ 輸入ＭＯＸ燃料の安全性について、輸送を含めて国は厳正かつ適切な確認・審査

を行うとともに、事業者の品質保証体制と安全管理体制の一層の充実強化の指導と

情報の公開に努めること。 

④ 使用済ＭＯＸ燃料が、発電所に長期間貯蔵され続けないよう、日本原燃株式会社

六ヶ所再処理工場に続く、いわゆる第二再処理工場の検討を早期に開始し、具体的

な処理の方策を決定すること。 

⑤ 六ヶ所再処理施設について、早期かつ安全な整備を指導するとともに、その円滑

な運転により、使用済燃料の継続的な受入・処理を確保し、核燃料サイクルの確立

を図ること。 

⑥ 高速増殖炉「もんじゅ」は、国の将来のエネルギー政策を支える重要なプロジェ

クトであり、その実現に向け、国として主導的な役割を積極的に果たすこと。 

⑦ 試験研究用原子炉において発生した使用済燃料の処理・処分方策についても、明

確な方針を示すこと。 
《内閣府》《経済産業省》《文部科学省》《原子力委員会》《原子力安全委員会》《国土交通省》 

 

（４）使用済燃料の中間貯蔵施設の立地促進と広報活動の強化等について 

  国として、立地の促進に積極的に取り組み、国民の理解を得るための広報活動を一

層強化すること。 
《経済産業省》《文部科学省》 

 

（５）放射性廃棄物の処理・処分方法の確立等について 

① 放射性廃棄物の区分や制度、処理・処分方法について、国の責任において、国民

の十分な理解が得られるよう広報活動を強化すること。 
② 高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る研究開発の促進を図り、最終処分の早期

実施に向けて、取組みの強化を図るとともに、原子力発電環境整備機構及び独立行

政法人日本原子力研究開発機構に対し、適正な事業執行を指導すること。 
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  ③ 原子力の研究開発等で発生する放射性廃棄物について、適切に管理するとともに、

その処分先が早期に確保され、適切な処理処分が着実に行われるよう、国が責任を

もって指導すること。 
④ クリアランス制度については、事業者を厳しく指導するとともに、関係省庁と十

分協議し、混乱が生じないよう適切な対策を講じること。 
⑤ 発生量の低減及び減量化の促進に必要な技術の研究開発を推進すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 

 

（６）異常時の迅速かつ正確な情報伝達と公表等について 

  ① 事業者に対し、原子力発電所等の異常時における地方自治体への迅速かつ的確な

通報連絡体制の確立及びその遵守を厳しく指導すること。 

② 国民の関心が高い事故故障が発生した場合、関係自治体に速やかな事故発生の連

絡及びプレス発表時期を踏まえた適切な連絡を行うとともに、現地においては、原

子力保安検査官事務所等が主体となった定期的な説明や報道等への対応を図る等、

安全性や健全性について、法的・技術的根拠を含んだ国の判断を速やかに示すこと。 
③ 事故故障の発生後、速やかな原因究明と再発防止対策の徹底した水平展開を図り、

事業者に対して再発防止の指導を行うこと。 

④ 軽微な事象や報告対象に該当しない事象についても、公表の基準を示す等、国民

にわかりやすい形での情報公開を徹底し、原因の究明等に、国が積極的に関与する

体制を整備すること。 
⑤ 国外の事故故障における詳細及び関連情報を速やかに入手し、国内の発電所等に

対しても、信頼性の評価及び評価結果等の公表を行い、必要性に応じた適切な措置

を講じること。 
《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 

 

（７）原子力安全協定の遵守指導等について 

  地方自治体が事業者と締結している安全協定が遵守され、地方自治体の行う原子力

安全行政が円滑に進むよう、今後とも事業者に対する指導の徹底を図ること。 
《経済産業省》《文部科学省》 

 

（８）原子力技術者養成のための教育と人材確保について 

優秀な人材の確保に努めるとともに、技術伝承のため、中堅技術者の技術水準の維

持や安全教育の徹底に努めるよう指導・支援を行うこと。 

《経済産業省》《文部科学省》 

 

（９）独立行政法人日本原子力研究開発機構について 
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日本原子力研究開発機構においては、安全の確保を最優先に地域との共生を徹底す

るとともに、人材の育成をはじめ、安全研究や燃料・材料の研究開発など基礎基盤研

究の充実、事故原因等に係る技術・知見の伝承が図られるよう優先的に財政措置を講

ずること。 

《経済産業省》《文部科学省》 
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２ 原子力発電所等の安全確保について 

 
平成 21 年１月から施行されている新検査制度の実効性と信頼性を高めるためにも、原

子力事業者等の法令遵守意識の徹底はもちろんのこと、従事者等からの安全情報申告制度

が有効に機能するよう努めるなど、国の責任ある対応を求める。また、事故の再発防止策、

耐震安全性への対応等も含め、原子力発電所等の安全確保に万全を期すこと。 

 
 

（１）原子力事業者等の不正問題等に対する再発防止対策実施及び安全管

理体制確立の指導等について 

① 安全管理状況の透明性を高めるための制度を検討し、安全管理体制の確立・維持

と、従業者に対する安全モラルの徹底を図るよう強く指導すること。 
② 再発防止策等について、総合的政策を構築し、国の厳正な監督の下に確実に実行

し、コスト重視によって事業者の安全対策がおろそかにならないよう指導すること。 

③ 工事・作業等の安全確保が十分に浸透し、下請け企業を含めた品質保証活動が徹

底され、企業システム全体の改善が図られるよう事業者を指導すること。 

  ④ 事故やトラブルなどの隠ぺいが行われないよう、原子力発電所等の運転状況を常

時監視記録し、複数部署で確認するような体制、システム作り及び不正防止のため

の基準を明確にするとともに、事業者が原因究明を優先して、積極的に安全対策を

行えるような仕組みを整備すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》《総務省消防庁》 

 

（２）安全管理システムの構築について 

① 最新知見を不断に取り入れ、事故の未然防止対策に重点を置いた透明性が高く、

より実効性の高い国の安全規制・管理システムの確立を図ること。 
② 定期検査、定期事業者検査や保安検査において、国がチェックすべき内容等も、

安全基準や点検指針等の中で明らかにすること。 
③ 事業者及び発電所の保守・点検など安全管理業務を行う企業に対しては、品質管

理を含めた保全に関する資格制度、教育訓練制度の創設等、安全管理水準の向上の

支援に積極的に取り組むとともに、危機管理意識の醸成を指導すること。 
④ 原子力発電所等のより一層の安全確保のため、今後ともシビアアクシデント対策

を積極的に推進すること。 
《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 
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（３）従事者等からの安全情報への迅速・公正・厳格な調査の実施につい

て 

① 国への原子力発電所等の安全情報に係る申告については、迅速かつ公正、厳格な

調査及び厳正な対処を行い、その結果を速やかに公表するとともに、申告者の保護

等に十分配慮するなど申告制度が安全確保上有効に機能するよう努めること。 

② 地元自治体への安全情報に係る申告があった場合や申告者自らが公表した場合等

においても、国が迅速かつ積極的に調査を行い見解を示すとともに、地元自治体が

実施する原子力発電所等の調査等について、必要な協力を行うこと。 
《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 

 

（４）信頼性の向上のための審査、検査体制の充実等について 

① 国は、立地地域の信頼が得られるよう規制監督省庁としての認識を持ち、厳格な

規制、監督を行い、審査・検査については、不断の見直しとその実効性確保及び充

実強化に取り組むこと。 
② 新たな検査制度の運用に当たっては、検査間隔の変更を含む事業者の検査計画全

般について、高経年化の程度などプラント毎の特性に応じ、慎重かつ厳格な審査を

行うとともに、安全性向上についての具体的なデータを示すなど説明責任を果たし、

国民の理解と信頼を確保すること。 

③ 国は、保安検査等を通じて、品質保証活動の徹底及び設備改良、ヒューマンエラ

ー及び不正防止等について事業者を強く指導し、検査等の信頼性の向上を図ること。 

④ 独立行政法人原子力安全基盤機構が関与する定期検査項目や定期安全管理審査が

厳正に実施されるよう指導・監督すること。 

⑤ 検査技術の高度化を図るとともに、トラブル・事故を未然に防ぐための状態監視

や非破壊検査等に重点を置いた検査内容の充実強化に取り組むこと。 

⑥ 原子力発電所等の安全性に係る疑義が生じた際には、速やかに関係自治体に連絡

するとともに、疑義に係る調査や対策について公表を行うほか、現地の原子力保安

検査官事務所においても結果を公表すること。 
《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 

 

（５）作業従事者の安全確保対策について 

① 原子力発電所等における作業従事者の被ばく線量の低減に努めるとともに、被ば

く管理や身分確認を徹底するよう事業者を指導すること。 

② 作業従事者の安全確保対策を徹底し、事故が発生した場合の人命救助の体制を強

化するよう事業者を指導すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 
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（６）設備の健全性評価に係る情報公開の徹底と国民理解の促進について 

① 設備の健全性評価について、国として、その必要性や科学的な根拠を含め、情報

公開を徹底し国民の十分な理解を得ること。 
② 超音波探傷検査を含む非破壊検査技術の信頼性について、検査員の資質向上を図

り、その検査結果に基づく健全性評価については、情報公開を徹底し、国民の十分

な理解を得ること。 
③ 配管の減肉管理指針について、国として積極的な情報公開を行い、要求事項遵守

の徹底を事業者に指導すること。 
④ 施設・設備の健全性評価の運用に当たっては、明確な運用基準を示し、透明性を

確保されるとともに適切な運用を図るよう、強く事業者を指導すること。 
⑤ ハフニウム板型制御棒のひびが確認されたことによる制御棒の技術基準の明確化

等の課題について、再発防止の観点から早急に検討を進め、改善を図ること。 

《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 

 

（７）原子力発電所等の耐震安全性について 

① 新たな知見や評価等が示された場合には、必要に応じて、耐震設計審査指針の見

直しを行い、事業者に適切な対策を指示するとともに、国民に分かりやすく説明す

ること。 

② 事業者が実施した地質調査については、国として陸地のみならず海底の活断層に

ついても十分に検証を行うとともに、国の海底活断層調査は、希望する地方自治体

すべての原子力発電所について行うこと。 

③ 事業者が実施した中間評価はもとより最終評価について、国として厳正かつ早期

に確認するとともに、原子力発電所等全体として一貫した地震対策を実施している

かどうかについても、厳格に確認すること。 

④ 基準地震動に対する施設及び設備の耐震安全上の裕度を明らかにするとともに、

十分な裕度が確保されるよう事業者を指導すること。 

⑤ 「残余のリスク」については、徒に国民の不安を煽ることのないよう、評価結果

を適切に取扱うとともに、国民にわかりやすく説明すること。 

  ⑥ 耐震性評価技術の向上のため、大型振動台による実証実験を必要に応じて実施す

ること。 
《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 

 

（８）高経年化対策について 

① 高経年化対策について、事業者が実施する技術評価を厳正に審査するとともに、

技術評価や長期保全計画の妥当性について、技術的根拠を明確にし、情報公開を図

ること。 
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② 長期保全計画実施状況の定期検査等による確認等、高経年化対策検討委員会の最

終報告書に盛り込まれた対策を着実に実施するとともに、最新の知見に基づく絶え

間ない検討を重ね、安全対策に万全を期すること。 

③ 不足が懸念される照射用試験片について、適切な対策を講ずること。 

《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 

 

（９）原子炉の廃止措置について 

① 原子炉の廃止措置について、発生する放射性物質の処理基準や関係法令等の整備、

廃棄物の取扱い基準等の確立や、廃炉費用の確保等により、安全で確実な原子炉の

廃止措置を図るとともに、新たな知見の拡充に努め、その結果について、情報の共

有・活用を図ること。 

② 施設の供用期間については、事業者の判断に委ねるのではなく、国は安全確保の

観点から積極的に関与しその責任を果たすこと。 
《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》 

 

（10）温排水影響調査の充実強化等について 

① 環境及び生物等に対する温排水の影響を把握するための一元的、総合的な調査研

究を促進し、温排水の広域的かつ長期的な調査をさらに充実強化すること。 
② これまでの試験調査の成果の公開並びに、これに基づく影響調査の手法及び評価

の方法を早急に確立すること。 
《経済産業省》《文部科学省》 

 

（11）原子力発電所等に対する武力攻撃等に関する対策の強化等について 

① 武力攻撃事態等や緊急対処事態に対する必要な対処処置について、自衛隊、海上

保安庁、警察、地方公共団体、消防、電気事業者等の関係機関による実効性ある対

策を実施するとともに、必要な警戒態勢を取ることができるよう、大規模テロに対

する警戒レベル等の情報を示すこと。 
② 地方公共団体の国民保護計画に係る実効性をより高めるために、原子力発電所等

が攻撃目標とされる場合に想定される武力攻撃事態、被害想定（放射性物質等の拡

散予測）及び住民や原子力発電所等の従業員が避難を行う基準を速やかに提示する

とともに、地方公共団体の的確な訓練の実施を支援すること。 
③ 原子力発電所等の警備については、電気事業者等による自らの警備に加え、国が

責任を負い、武力攻撃事態等の際はもとより、平時においても、大幅な警察機能の

強化を図るなど万全の体制を確立すること。 
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④ 原子力発電所等への武力攻撃の際、避難に必要なあらゆる社会資本について、国

が早急に整備すること。また、防災拠点としての空港施設や資機材等の保管設備の

整備について支援すること。 
⑤ 事態対処法に基づく事態認定前であっても、多くの国民に不安を抱かせるような

重大な問題については、地方公共団体に対して、できる限り迅速に情報提供するこ

と。 
⑥ 国からの情報を伝達するための市町村の同報系防災行政無線を含む全国瞬時警報

システムに関して、原子力発電所周辺については、国の責任において、早期に整備 
 ・運用をすること。 
⑦ 核物質の輸送については、核物質防護に関する規制の強化が図られたことから、

輸送を含め、核物質防護に関して厳格な管理を要する情報について具体的に示すこ

と。 
《内閣官房》《経済産業省》《文部科学省》《国土交通省》《外務省》《防衛省》 

《総務省消防庁》《警察庁》《海上保安庁》 
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３ 原子力防災対策の充実について 

 
平成19年新潟県中越沖地震を踏まえ、原子力災害対策特別措置法の改正を含めた検討

を行い、原子力発電所等が大規模自然災害等により被災するなど、原子力発電所等への影

響が懸念される場合にも、実効ある防災体制を確立する仕組みを整備すること。 
 
 

（１）原子力防災対策業務に係る責任官庁の一本化及び地方自治体の体制

整備への配慮等について 

① 原子力防災対策の実効性を高めるため、国の原子力防災対策業務の責任官庁を一

本化し、地方自治体、事業者への指導の充実強化を図ること。 
② 防災指針等を改訂する際は、現場で混乱が生じないよう、十分地方自治体の実情

を勘案するとともに、具体的な運用通知やマニュアルの作成、担当省庁の明確化な

どにより、地方自治体の体制整備が円滑に進められるよう配慮すること。 
《経済産業省》《文部科学省》《総務省消防庁》《原子力安全委員会》 

 

（２）事故時における国の地方自治体への柔軟な支援と原子力防災支援機

関の役割等の明確化について 

① 原子力災害に至る前で、国の災害対策本部が設置されてない場合でも、国は、発

電所の状況の把握につとめ、住民避難の必要性等を判断し、公表すること。 

② 国の災害対策本部設置に至らないような事故時においても、地方自治体の要請に

基づいて専門家を現地に派遣する等、県、市町村の防災体制を支援できるように十分

な体制を整備すること。 

③ 現在、原子力防災支援業務を行っている独立行政法人原子力安全基盤機構、独立

行政法人日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研修センター、財団法人原子力

安全技術センター、財団法人日本分析センターの原子力防災体制における役割等を明

確にし、その機能の充実・強化を図ること。 

④ 原子力発電所等が大規模自然災害等により被災した場合には、原子力災害に至ら

ない場合であっても、地方自治体が緊急に原子力施設の安全性や放射線監視情報等

を住民等に広報できるよう交付金制度を整備すること。 

《経済産業省》《文部科学省》 

 

（３）大規模自然災害等に対する防災体制の強化と充実について 
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① 大規模自然災害等が発生し、原子力発電所等への影響が懸念される場合は、国が

発電所等内部の状況や住民避難の必要性等を自律的に判断し、公表するとともに、

地方自治体への迅速な連絡体制を整えること。 

② 火災対策等の実効性を確保するため、総務省消防庁と共管するとともに、事業者

に対しては防災業務計画中に「自衛消防組織の設置等」を義務づけること。 

③ 原子力発電所等の危機管理体制の充実・強化に向けた国の指導・監督を強化する

とともに、原子力防災管理者の国、地方自治体等への通報義務について、火災や大

規模自然災害等を明記すること。 

④ 原子力災害時に風水害や地震等、他の災害と重なった場合の防災対策について検

討を行い、具体的な対応を早急に地方自治体に示すこと。 

《経済産業省》《文部科学省》《総務省消防庁》《原子力安全委員会》 

 

（４）具体的な事故想定に基づく立地地域道路網の優先整備など原子力防

災対策の充実強化について 

① 原子力発電所等毎に原子力災害時の具体的な事故想定や影響等について検討を行

い、避難経路・迂回路の確保のための立地地域の道路網の優先整備や除排雪体制の

拡充など、地方自治体への支援を含めた原子力防災対策を充実強化すること。 
② 防災用資機材については、整備すべき基本的な防災用資機材の種類・数量を規定

するとともに、その財源措置について、充実強化すること。 

③ 緊急時における防災業務関係者の被ばく管理マニュアルを、早急に整備すること。 
④ 県、市町村等が、災害発生時に各々の役割に応じた応急対策を効率よく確実に実

行するために、緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）で集約した各種

データを、リアルタイムで県等の災害対策本部へ伝送するシステムを整備すること。 
⑤ オフサイトセンターにおける各機能班の活動マニュアルについて、防災訓練等を

通じた関係機関の役割の明確化等、より実効性のあるものに毎年改善すること。 
⑥ 原子力災害対策特別措置法に基づく立入検査指針を作成すること。 
⑦ 原子力防災計画に位置付けられている避難施設、避難経路などが自然災害等によ

り被害を受けた場合には、優先的に応急対策や復旧対策を講ずることができるよう

体制（交付金制度）を整備すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《総務省消防庁》《国土交通省》 

 

（５）オフサイトセンター及び関係施設整備のための財源措置等について 

① 原子力発電所等の新規立地地点において、オフサイトセンターを、国の責任にお

いて設置すること。 
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② オフサイトセンターと立地市町村を結ぶＴＶ会議システム等の整備については、

原子力防災体制を重点的に充実すべきすべての市町村及び周辺関係市町村に対して

も整備すること。 
③ 緊急時連絡網については、関係機関等への拡充を図るとともに、事業者とも結ぶ

ことができるよう制度の充実並びに情報伝達の高度化を図ること。 
④ 県、市町村及びその他関係機関が防災対策を実施するために必要な施設や住民広

報のための施設の整備（市町村防災行政無線を含む。）及び運営管理において必要

な財源の充実強化を図ること。 
⑤ オフサイトセンター代替施設の増改築、移転及び変更等に伴う建屋整備及び防災

対策を実施するために必要な設備（オフサイトセンターに準じた緊急時連絡網等）

の整備並びに運営管理上必要な財源を措置すること。 
⑥ 平成21年2月13日に総務省からなされた「原子力の防災業務に関する行政評

価・監視の結果に基づく勧告（第二次）」の中の、原子力災害時におけるオフサイ

トセンターの機能確保等については、地方自治体の意見も聞き、迅速かつ適切な対

応をとること。 

 
《経済産業省》《文部科学省》《総務省消防庁》 

 

（６）緊急時迅速放射能影響予測システム（SPEEDI）の充実について 

① ＳＰＥＥＤＩの運用に当たっては、同システムの起動基準・運用基準を明確にす

ること。 
② ＳＰＥＥＤＩの高度利用のため緊急時対策支援システム（ERSS）等との結合を

図るなど、各種防災対策の情報が入手できるよう、システムの充実強化を図ること。 
③ 地域情報の更新が適切な時期にできるようなシステムとすること。 

《経済産業省》《文部科学省》 

 

（７）原子力発電所等周辺上空の安全確保のための運航ルールづくりにつ

いて 

① 原子力発電所等周辺の上空についてすべての航空機の飛行を全面的に禁止すると

ともに、飛行禁止区域周辺の航空機の飛行に当たっては、原子力発電所等の安全を

確保しうる最低安全高度を設定すること。 
② 航空機の運航については、管制も含め人的ミスの発生防止に努め、原子力発電所

等周辺空域の安全を確保すること。 
《経済産業省》《文部科学省》《国土交通省》《外務省》《防衛省》 
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（８）核燃料物質等の事故対策マニュアルの整備と防災業務従事者への教

育訓練等について 

① 国は、核燃料物質等の事業所外運搬中の防災対策の充実強化を図り、対策マニュ

アルを早急に整備するとともに、事業者に対して、的確かつ迅速な応急対策が実施

できるよう教育訓練の実施を指導すること。 
② 地方自治体があらかじめ輸送計画に関する情報を把握できる仕組みを構築すると

ともに、国は、事故対応に携わる消防、警察等の防災業務従事者への教育訓練の充

実や資機材の整備及び必要な財源を講ずること。 
《経済産業省》《文部科学省》《国土交通省》《総務省消防庁》《警察庁》《海上保安庁》 

 
 

（９）原子力防災訓練の充実について 

① 原子力災害対策特別措置法に基づき国が実施する防災訓練について、地方自治体

からの実施要請には、実施回数を増やすなど積極的に対応すること。 
② 道府県が主体となって行う防災訓練についても、オフサイトセンターに関する訓

練については、国が主体となって計画策定及び実施（各省庁の訓練参加者の調整を

含む。）に取り組むとともに、国は、訓練のあり方、国が対応する範囲について具

体的に示すこと。 
③ 訓練での反省点を踏まえて「オフサイトセンター運営要領」を改善するとともに、

訓練のノウハウや反省事項が速やかに全国展開できるよう、原子力防災専門官を通

して周知すること。 
④ 平常時から地方自治体職員との連携を図り、実効的な応急活動を行うため、緊急

時にオフサイトセンターに派遣される国（指定地方行政機関含む。）の職員も積極

的に参加したオフサイトセンター設備の操作説明会や機能班訓練研修（ブラインド

方式）などを定期的に実施すること。 
《経済産業省》《文部科学省》《総務省消防庁》 

 

（10）原子力発電所等所在消防本部が整備すべき化学消防車の財源措置に

ついて 

  地元自治体等の負担にならず、かつ整備が必要である市町村や消防が申請主体とな

るような制度の創設及び財源措置を行うこと。 
 《経済産業省》《総務省消防庁》《財務省》 
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４ 緊急被ばく医療体制について 

 

従来の緊急時医療体制の拡充強化を図るため、人命尊重の視点に立ち、救急医療・災害

医療体制との整合性の取れた被ばく医療体制の確立を目指した「防災指針」（平成15年

７月改訂）について、実効性を高めるため体制の強化やマニュアルを早急に整備すること。 

 

 

（１）「防災指針」に基づいた緊急被ばく医療体制の強化とマニュアルの

整備について 

① 初期、二次及び三次被ばく医療体制に位置付けられた医療機関等については、日

常的にその機能が確保・発揮できるよう、医師不足対策をはじめとしたハード・ソ

フト両面の整備について、国からの人的及び技術的、財政的支援等の充実・強化を

図ること。 

さらには、訓練や研修への職員派遣に伴う代替職員の確保や日常的な施設設備等

の維持管理に係る人件費等運営についても支援対象を拡大すること。 

特に、初期被ばく医療機関においては、医師不足等の問題が深刻化しているこ

とから、支援等の早期の実現を図ること。 

② 地域の三次被ばく医療機関に対して、機器整備をはじめとして、より効果的な支

援が行えるよう体制づくりに努めるとともに、医療関係者に対する教育及び訓練、

放射線防護協力機関、初期及び二次被ばく医療機関等との連携、ヘリコプター等の

航空機による搬送を含む協力体制の構築に努めること。 
③ 緊急被ばく医療措置を事故から災害レベルまで継ぎ目なく適切に実施するための

施設種別ごと及び多様な事故を想定した医療活動マニュアルを早急に整備すること。 

④ 緊急被ばく医療体制を整備するに当たり、独立行政法人国立病院機構及び国立大

学法人が設置する病院や公的病院による協力体制が図られるよう、国において医師

等医療関係者に対する研修の実施など、人材育成の強化を推進すること。 
《経済産業省》《文部科学省》《原子力安全委員会》《厚生労働省》《総務省消防庁》《防衛省》 

 

（２）「防災指針」に基づいた安定ヨウ素剤の服用基準の明確化について 

① 「防災指針」に位置付けられた安定ヨウ素剤の予防服用について、具体的な運用

通知や住民啓発用資料などを整備するとともに、国においては、避難等と安定ヨウ

素剤予防服用を組み合わせた総合的な防護対策のあり方を早急に示すこと。 
② 安定ヨウ素剤について、原子力災害に備えて各自治体で備蓄しておく必要量につ

いて、根拠も含め明示すること。 
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③ 迅速かつ円滑な安定ヨウ素剤の予防服用を行うための溶解作業を要しない剤型

（ユニットドーズ等）や、溶解可能な丸薬（12.5mgヨウ素含有）の開発及び製造

について、国は製薬業者等に指導・助成すること。 
《経済産業省》《文部科学省》《厚生労働省》《原子力安全委員会》 

 

（３）住民及び防災業務関係者の事故後の健康管理対策の明確化と放射線

等に関する普及啓発について 

① 住民及び防災業務関係者（以下「住民等」）の健康調査について、事故後及び長

期的な住民等の健康管理対策（心のケアを含む。）を含めた住民等の健康管理対策

マニュアルの整備や実施体制の拡充を図るとともに、放射線、放射性物質の人体影

響・放射線防護の方法等に関する知識の普及啓発を図ること。 
② 事故現場を通過した観光客等の健康調査についても実施できるよう財源措置を図

ること。 
《経済産業省》《文部科学省》《厚生労働省》《原子力安全委員会》 
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５ 電源地域振興対策の充実強化について 

 
立地地域の自立的、持続的発展を図るため、総合的な振興施策・制度の確立を図ること。 

 

 

（１）廃炉に伴う措置について 

   原子炉の廃炉について、地方自治体の意見が尊重される仕組みを構築するとともに、

廃炉後においても地域の自立的な発展がなされるよう、制度を整備すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《財務省》《総務省》 

 

（２）原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づく施策

の充実・強化について 

① ｢原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法｣（以下「原発特措法」） 

 に基づく特例措置を堅持されるとともに、現行法の失効する平成２３年度以降の法

の延長について措置すること。 

② 原子力発電施設等立地地域の指定に当たっては、市町村合併等を考慮した地域の

実情に応じ弾力的な運用を図るとともに、知事の申出を最大限尊重すること。 

③ 原発特措法第７条（補助割合）及び第８条（交付税）に基づく特例措置の適用対

象とする事業については、「道路」、「港湾」、「漁港」、「消防用施設」及び

「義務教育施設」の５つに限定せず、振興計画に基づく事業全般を対象とし、事業

内容についても「原子力災害が発生した場合において、避難又は緊急輸送をするた

めに必要なもの」等に限定せず、法律の目的である地域の振興に資する事業まで拡 

 大すること。 

④ 補助率の嵩上げ率の引き上げを図ること。 

⑤ 不均一課税に係る対象業種を追加すること。 

《内閣府》《経済産業省》《文部科学省》《財務省》《総務省》《厚生労働省》 

《農林水産省》《国土交通省》《環境省》 

 

（３）立地地域振興のための税制上の措置について 

  立地市町村の長期に亘る安定した財政運営と地域振興を図るため、原子力発電所の

償却資産に係る償却残存率５％を維持するとともに、法定耐用年数を実稼働年数に沿

ったものとするよう見直しすること。 
《経済産業省》《文部科学省》《財務省》《総務省》 
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（４）核燃料税（法定外普通税）について 

   核燃料税については、自主的、自立的な地方税財源の確保のための法定外普通税と

して、尊重すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《財務省》《総務省》 

 

（５）法人事業税の収入金額課税について 

電気供給業に対する収入金額課税は、長年にわたり外形課税として定着し、地方税

収の安定化にも大きく貢献していることから、現行制度を堅持すること。 

《経済産業省》《財務省》《総務省》 

 

（６）原子力発電所等立地地域における科学技術振興について 

  原子力発電所等立地地域における科学技術振興を図るため、地域の研究基盤の充実

強化及びそれらを活用した調査研究活動を支援するための制度を創設すること。 
《経済産業省》《文部科学省》《財務省》 
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６ 電源三法交付金制度の充実について 

 

電源地域の恒久的地域振興が可能となるよう、特に電源三法交付金に関する諸制度につ

いて、地方自治体の意見・意向を最大限尊重し、関係自治体への財政的支援措置が後退す

ることのないよう対応するとともに、自治体の自主的な活用が一層図られるよう弾力的に

運用すること。 

 

 

（１）電源三法交付金制度（全般）について  

① 交付対象地域については、地域実情を踏まえたうえで、地域要件を緩和すること。 
② 電源三法交付金・補助金の適用期間は、発電所の運転終了で終わることなく、完

全撤去まで延長すること。 

③ 原子力発電所のリプレースに関し、立地地域の持続的な発展が図られるような地

域振興支援制度を早急に整備すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《財務省》 

 

（２）電源立地地域対策交付金の充実等について 

① 原子力立地給付金について、旧隣接市町村と旧所在市町村との合併の有無に関わ

らず、交付限度額を立地市町村と同額に引き上げるとともに、旧所在市町村又は旧

隣接市町村と合併する対象外市町村についても交付限度額を増額すること。 
② 補助裏使用制限を撤廃すること。 
③ 交付限度額の引き上げ、特にＭＯＸ燃料を使用して発電したときは、電力移出県

等交付金枠への加算を行う等交付限度額の引き上げを行うこと。 
④ 基金の目的変更等、基金の処分範囲の拡大及び処分期間の制限撤廃及びその弾力

的な運用を図ること。 
⑤ 原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当分に係る交付対象地域を周辺

市町村に拡大すること。 

⑥ 電力移出県等交付金相当部分に係る交付対象地域を送電実績のある道県に拡大す

ること。 

⑦ 公共用施設整備計画、利便性向上等事業計画の協議手続の簡素化や変更協議を要

しない範囲を拡大すること。  

⑧ 電源立地等初期対策交付金相当分における毎会計年度の交付限度額を撤廃するこ

と。 

⑨ 原子力みなし運転期間について、当該期間の延長を図ること。 

《経済産業省》《文部科学省》《財務省》 
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（３）企業立地資金貸付事業について 

① 企業立地資金貸付事業の貸付条件について、地域の実態に応じて各道府県の裁量

で決定できるよう、弾力的に運用すること。 
② 貸付用基金について、基金の目的変更等、基金の処分範囲の拡大ができるよう、

弾力的に運用すること。 
《経済産業省》《文部科学省》《財務省》 

 

（４）原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業補助金（Ｆ補助金）に

ついて 

① 制度趣旨に鑑み、立地地域にはもとより一層の制度の拡充を図るため、原子力発

電所等が立地する道県全域に拡大することを基本としつつ、交付期間の延長並びに

給付金額算定の際の契約電力の上限引き上げを行うこと。 
② 全額概算支払いによる早期交付に努めること。 

《経済産業省》《財務省》 

 

（５）電源地域産業育成支援補助金について 

  電源地域産業育成支援補助金は電源立地地域対策交付金に統合されたが、これまで

どおり、原子力発電所等立地地域を対象とした単独の補助制度とすること。 
《経済産業省》《財務省》 

 

（６）原子力発電安全対策交付金の充実等について 

① 放射線監視等交付金に係る下記事項の拡充、増額等を行うこと。 
   イ 施設整備事業の拡充（機器更新時の新規購入、増設） 

ロ テレメータ更新や排気筒モニタ等事業者データ取込みの加算額の増額 
ハ 交付限度額における事業所の原子炉数の考慮 

② 広報・安全等対策交付金に係る下記事項の検討、増額、拡大等を行うこと。 
イ 期間経過に伴う所在及び隣接市町村に係る交付金の減額及び打切措置の廃止 
ロ 停止期間制度の廃止 
ハ 交付対象施設の数や種類が十分に考慮された交付限度額の増額 
ニ 使用範囲の拡大 
ホ 温排水影響調査事業の交付年限の撤廃 
ヘ 温排水影響調査施設等の更新期間の延長（原子力発電施設の使用終了日まで） 
ト 事前調査事業の交付年限の改善 
チ 原子力広報研修施設整備枠の拡大 
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③ 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金に係る下記事項の検討、増額、拡大等を

行うこと。 
イ 申請窓口の一本化 
ロ 事業間流用等を含む弾力的運用 
ハ 使用範囲の拡大 
ニ 関係市町村等への再交付制度の認定 
ホ 被ばく医療機関の施設設備整備のための間接補助方式の導入 

《経済産業省》《文部科学省》《財務省》 

 

（７）交付金事務等交付金について 

   限度額の引き上げ及び使途の拡大を図ること。 

《経済産業省》《文部科学省》《財務省》 

 

（８）原子力発電施設等立地地域特別交付金、核燃料サイクル交付金及び

原子力発電施設立地地域共生交付金について 

① 当該交付金は対象道県が作成する地域振興計画に基づき交付されることになって

いるが、地域の実態に応じた計画の作成や、厳しい財政状況の下での行政運営に資

する活用が円滑にできるよう弾力的な運用を図ること。 
② 核燃料サイクル交付金の交付要件である「道県の同意期限」を撤廃すること。 

③ 原子力発電施設立地地域共生交付金については、原子力発電施設の運転年数が

30 年を超える場合に交付されるものであるが、交付後に当該施設が運転を終了し

ても、対象施設を含む発電所において運転がされている場合、地域振興計画の事業

期間は継続交付すること。 

《経済産業省》《文部科学省》《財務省》 
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　１　原子力行政（全般）について

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

　２　原子力発電所等の安全確保について

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　３　原子力防災対策の充実について

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

　４　緊急被ばく医療体制について

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

　５　電源地域振興対策の充実強化について

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

　６　電源三法交付金制度の充実について

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

（８）原子力技術者養成のための教育と人材確保について

（９）原子力防災訓練の充実について

（５）電源地域産業育成支援補助金について

（８）原子力発電施設等立地地域特別交付金、核燃料サイクル交付金及び原子力発電施設立地地域
　　　共生交付金について

（３）企業立地資金貸付事業について

（４）原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業補助金(Ｆ補助金)について

（７）交付金事務等交付金について

（６）原子力発電所等立地地域における科学技術振興について

（１）電源三法交付金制度（全般）について

（３）住民及び防災業務関係者の事故後の健康管理対策の明確化と放射線等に関する普及啓発について

（全６項目４７件）

（１）国及び事業者の情報公開と政策決定過程における国民意見の反映、広聴･広報活動の
　　　強化等、地域の意見を尊重した原子力行政への取組みについて

（２）原子力安全規制体制の在り方の検討･検証並びに議論する場の設置について

（１）「防災指針」に基づいた緊急被ばく医療体制の強化とマニュアルの整備について

（３）厳正な安全確認と国民的合意形成に基づいた核燃料サイクルの推進について

（４）使用済燃料の中間貯蔵施設の立地促進と広報活動の強化等について

（５）放射性廃棄物の処理・処分方法の確立等について

（６）異常時の迅速かつ正確な情報伝達と公表等について

（９）独立行政法人日本原子力研究開発機構について

（１）原子力事業者等の不正問題等に対する再発防止対策実施及び安全管理体制確立の指導等について

（２）安全管理システムの構築について

（７）原子力発電所等の耐震安全性について

（３）従事者等からの安全情報への迅速・公正・厳格な調査の実施について

（４）信頼性の向上のための審査、検査体制の充実等について

（５）作業従事者の安全確保対策について

（６）設備の健全性評価に係る情報公開の徹底と国民理解の促進について

（10）温排水影響調査の充実強化等について

（11）原子力発電所等に対する武力攻撃等に関する対策の強化等について

（１）原子力防災対策業務に係る責任官庁の一本化及び地方自治体の体制整備への配慮等について

（３）大規模自然災害等に対する防災体制の強化と充実について

（２）事故時における国の地方自治体への柔軟な支援と原子力防災支援機関の役割等の明確化について

（１）廃炉に伴う措置について

（２）電源立地地域対策交付金の充実等について

（２）原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づく施策の充実･強化について

要　望　項　目　／　要　望　省　庁

（３）立地地域振興のための税制上の措置について

（５）法人事業税の収入金額課税について

（４）核燃料税（法定外普通税）について

（10）原子力発電所等所在消防本部が整備すべき化学消防車の財源措置について

（７）原子力発電所等周辺上空の安全確保のための運航ルールづくりについて

（２）「防災指針」に基づいた安定ヨウ素剤の服用基準の明確化について

（６）原子力発電安全対策交付金の充実等について

原子力発電等に関する要望項目省庁別一覧

（８）核燃料物質等の事故対策マニュアルの整備と防災業務従事者への教育訓練等について

（４）具体的な事故想定に基づく立地地域道路網の優先整備など原子力防災対策の充実強化について

（５）オフサイトセンター及び関係施設整備のための財源措置等について

（６）緊急時迅速放射能影響予測システム(SPEEDI)の充実について

（９）原子炉の廃止措置について

（８）高経年化対策について

（７）原子力安全協定の遵守指導等について




